
Ⅱ 救 助 編 
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（注）東京都特別区は、全体を 1 市として計上している。以下同じ。 

 

 

◎ 令和６年中の救助活動状況 

 

○ 救助出動件数             118,365     件 

（うち火災によるもの  3,783件） 

 

○ 救助活動件数              72,017     件 

（うち火災によるもの  3,783件） 

 

○ 救助人員                67,894     人 

（うち火災によるもの  1,538人） 

 

○ 救助出動人員 

・ 消防職員              1,690,033      人 

（うち火災によるもの 132,299人） 

 

・ 消防団員               44,623     人 

（うち火災によるもの  31,170人） 

 

（注）火災による救助出動件数は、実際に救助活動を行った件数のみ計上している。 

 

 

 

 

  

 

◎ 令和７年４月１日現在の救助活動体制 
 

○ 消防本部数                720   本 部 

（単独 432、組合 288） 

 

○ 救助隊設置消防本部数           703   本 部 

（単独 421、組合 282） 

 

○ 救助隊設置市町村数           1,653   市町村 

（789市、704町、160村） 

 

○ 救助隊数                1,414     隊 

（専任 592隊、兼任 822隊） 

 

○ 救助隊員数               24,616     人 

（専任 9,209人、兼任 15,407人） 
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第１章 救助活動体制の現状 

１ 救助隊の範囲 

 昭和 61 年 4 月の消防法改正により救助隊が法的に位置付けられ、さらにこれを受

けて同年 10 月に「救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」（昭和 61 年自

治省令第 22 号。以下「省令」という。）が公布（昭和 62 年 1 月 1 日施行）されたこ

とに伴い、同省令に基づき市町村が配置する人命の救助を行うため、必要な特別の救

助器具を装備した消防隊を救助隊としている。 

２ 救助隊の設置状況 

 全国で救助隊を設置している消防本部は、全国 720消防本部の 97.6％に当たる 703

消防本部となっている。また、全国 1,719市町村のうち、96.2％に当たる 1,653市町

村に救助隊が設置されている。 

これらの救助隊設置状況は、第１表及び別表１のとおりである。 

第１表 救助隊の設置状況（設置消防本部及び設置市町村）

 人口段階別の救助隊の設置状況は第２表のとおりである。人口５万人以上の都市で

は、すべての消防本部で設置されている。 

第２表 消防本部人口段階別救助隊設置率等

（注）１ 「大都市」とは、政令指定都市と東京都特別区（東京都が受託している市町村を含む）。以下同じ。 

２ 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 
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救助隊設置本部における救助隊１隊当たりの人口等については、第３表のとおりで

ある。 

第３表 消防本部人口段階別救助隊１隊当たりの人口等

（注） 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 

人口段階別の救助隊及び救助隊員の専任・兼任状況は、第４表のとおりであり、専

任比率は、人口規模に応じて高くなっている。 

第４表 消防本部人口段階別救助隊及び救助隊員の専任・兼任状況 

（注）１ （    ）内は、構成比である。割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%

にならない場合がある。 

２ 「専任救助隊」とは、兼任救助隊以外の救助隊をいう。 

３ 「兼任救助隊」とは、覚知した災害の種別に応じて、救助隊としての運用を休止し、救助隊以外の隊と 

して出動することのある救助隊をいう。 

４ 「専任救助隊員」とは、救助隊としての辞令交付又は職務命令を受け、専ら救助活動に従事している救 

助隊員をいう。 

５ 「兼任救助隊員」とは、救助隊としての辞令交付又は職務命令を受けているが、日常的に救助隊員以外 

の隊員として出動し、救助活動以外の活動に従事することのある救助隊員をいう。 

６ 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 

(単位：隊、人) 
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３ 救助隊及び救助隊員 

 

 省令の規定に基づき消防常備市町村に設置される救助隊は、第５表及び別表２のと

おりである。なお、人口 10 万人以上の消防常備市町村には、省令の規定に基づき、

特別救助隊が設置され、中核市等の消防常備市町村には、特別救助隊のうち１以上の

高度救助隊が、また東京消防庁及び政令指定都市等には、高度救助隊のうち１以上の

特別高度救助隊が、それぞれ設置されている。 

 

第５表 救助隊数及び救助隊員数

 

 

  

(単位：隊、人) 

127



第２章 救助活動の状況 

 

１ 救助活動の範囲 

  

 調査に当たって対象とした救助活動は、次のいずれにも該当する「火災、災害又

は事故」により発生したものである。 

① 要救助者の存在が予想され、その生命又は身体に現実の危険が及んでいるも

のであること。 

② 緊急に要救助者を人力、機械力、器具等を用いて安全な場所に救出する必要

があるものであること。 

③ 消防機関が行ったものであること（救助隊未設置の市町村等が行ったものも

含む）。 

ただし、この調査では直接、人命救助を伴わない「警戒活動・危険物排除活動等

及び死体捜索」は、調査対象から除外している。 

（注）「火災」における「救助出動件数」は、出動件数そのものではなく、出動して実際に救助活

動を実施した場合のみ救助出動件数として計上している。この場合、救助出動件数と救助活

動件数は同数である。また、火災時に救助隊員の誘導に従って、自力で脱出した者の数は「救

助人員」には含めていない。 

 

２ 救助活動状況の概要 

 

  令和６年中における全国の救助活動の状況は、第６図、別表３、４、５のとおり

である。救助出動件数（救助隊等が出動した件数）11万 8,365件（対前年比 2,793

件増、2.4％増）、救助活動件数（救助隊等が実際に活動した件数）７万 2,017件（同

310件増、0.4％増）、救助人員（救助隊等が救助活動により救助した人員）６万 7,894

人（同 1,079人増、1.6％増）であり、いずれも増加している。 

 

第６図 救助出動・活動件数及び救助人員の推移

 

(単位：件、人) 
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３ 事故種別ごとの救助活動状況 

 

  令和６年中における事故種別ごとの救助活動状況は、第７表のとおりである。 

 

第７表 事故種別救助活動状況

 
（注）１ （    ）内は、構成比である。割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計

が 100%にならない場合がある。 

２ 事故種別は、次により区分している。 

(1) 「火災」とは、火災現場において、直接火災に起因して生じた事故をいう。 

(2) 「交通事故」とは、すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通

機関に接触したこと等による事故をいう。 

(3) 「水難事故」とは、水泳中の溺者、水中転落等による事故をいう。 

(4) 「風水害等自然災害事故」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地す

べりその他の異常な自然現象に起因する災害事故をいう。 

(5) 「機械による事故」とは、エレベーター、プレス機械、ベルトコンベアーその他の建設機械、工作

機械等による事故をいう。 

(6) 「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等の建物に付帯する施設又はこれらに類する工作

物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう（意識障

害等により建物内で身動きがとれず、ドアに鍵がかかっているため室内に入れないものも含む）。 

(7) 「ガス及び酸欠事故」とは、一酸化炭素中毒その他のガス中毒事故、酸素欠乏による事故等をい

う。 

(8) 「破裂事故」とは、直接火災に起因して生じた事故以外のボイラー、ボンベ等の物理的破裂によ

る事故をいう。 

(9) 「その他」とは、前記に掲げる事故種別(1)～(8)以外の事故等で、消防機関による救助を必要とし

た事故をいう。 

 

（１） 救助出動件数（救助隊等が出動した件数） 

 

「風水害等自然災害事故」が 414件（対前年比 389件減、48.4％減）、「水難事

故」が 3,987件（同 40件減、1.0％減）と減少する一方で、「建物等による事故」

が５万 5,607件（同 2,379件増、4.5％増）、「交通事故」が２万 2,921件（同 739

件増、3.3％増）、「火災」が 3,783 件（同 81 件増、2.2％増）、「ガス及び酸欠事

(単位：隊、人) 
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故」が 964件（同 41 件増、4.4％増）と増加している。なお、救助出動件数全体

の中で昭和 55年以降「交通事故」が最多の事故種別であったが、平成 25年以降

「建物等による事故」が最多となり、救助出動件数全体の 47.0％を占めている。

次いで、「交通事故」19.4％、「水難事故」3.4％、「火災」3.2％の順となってい

る（第８表参照）。 

過去 20 年における事故種別の救助出動件数の構成比の５年ごとの推移をみる

と、「火災」及び「交通事故」が減少している一方で、「建物等による事故」は年々

増加している（第９図参照）。 

 

第８表 事故種別の救助出動件数対前年比

 

（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

 

第９図 事故種別の救助出動件数と構成比の５年ごとの推移

 

（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

 

(単位：万件) 

(単位：件) 
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（２） 救助活動件数（救助隊等が実際に活動した件数） 

 

「風水害等自然災害事故」が 226 件（対前年比 352 件減、60.9％減）「水難事

故」が 2,919件（同 33件減、1.1％減）と減少する一方で、「建物等による事故」

が３万 7,138 件（同 423 件増、1.2％増）、「交通事故」が 1 万 3,155 件（同 238

件増、1.8％増）、「火災」が 3,783 件（同 81 件増、2.2％増）と増加している。

なお、救助活動件数全体の中で昭和 58 年以降「交通事故」が最多の事故種別で

あったが、平成 20 年以降「建物等による事故」が最多となり、救助活動件数全

体の 51.6％を占めている。次いで「交通事故」18.3％、「火災」5.3％、「水難事

故」4.1％の順となっている（第 10表参照）。 

過去 20 年における事故種別の救助活動件数の構成比の５年ごとの推移をみる

と、「火災」及び「交通事故」が減少している一方で、「建物等による事故」は年々

増加している（第 11図参照）。 

 

第10表 事故種別の救助活動件数対前年比

 

（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

 

第 11 図 事故種別の救助活動件数と構成比の５年ごとの推移

 
（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

(単位：件) 
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（３） 救助人員（救助隊等が救助活動により救助した人員） 

 

「風水害等自然災害事故」が 792 人（対前年比 774 人減、49.4％減）、「火災」が

1,538人（同 85人減、5.2％減）と減少する一方で、「建物等による事故」が３万

2,728 人（同 1,129 人増、3.6％増）、「交通事故」が 1 万 6,958 人（同 832 人増、

5.2％増）と増加している。なお、救助人員全体の中で、昭和 53 年以降「交通事

故」が最多の事故種別であったが、平成 25年以降「建物等による事故」が最多と

なり、救助人員全体の 48.2％を占めている。次いで「交通事故」25.0％、「水難事

故」4.6％、「火災」2.3％の順になっている（第 12表参照）。 

過去 20 年における事故種別の救助人員の構成比の５年ごとの推移をみると、

「火災」及び「交通事故」は減少している一方で、「建物等による事故」は年々増

加している（第 13図参照）。 

 

第 12 表 事故種別の救助人員対前年比

 

（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

 

第 13 図 事故種別の救助人員と構成比の５年ごとの推移

 

（注）割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%にならない場合がある。 

(単位：人) 

132



４ 救助出動人員、救助活動人員及び救助人員 

 

 救助出動人員は、消防職員 169万 0,033人、消防団員４万 4,623人である。このう

ち、火災以外の出動人員は、消防職員 155万 7,734人、消防団員１万 3,453人である。

なお、事故種別ごとの救助出動人員を多い順にみると、消防職員については、「建物等

による事故」が 69 万 9,160 人、「交通事故」が 31 万 2,120 人で、消防団員について

は、「火災」が３万 1,170人、「水難事故」が 1,433人である（第 14表、別表６参照）。 

次に、救助活動人員は、消防職員で 65 万 0,794 人、消防団員 8,384 人である（第

14表、別表７参照）。 

また、事故種別ごとに、救助活動１件当たりの救助活動人員をみると、全体の平均

では 9.2人で活動しており、事故種別でみると、「火災」の 17.0人が最も多く、次に

「水難事故」の 14.0人となっている（第 15表参照）。 

同様に、救助活動１件当たりの救助人員をみると、全体の平均では 0.9 人であり、

事故種別でみると、「風水害等自然災害事故」の 3.5 人が最も多くなっている（第 15

表参照）。 

第 14 表 救助出動人員及び救助活動人員の状況

 

（注）１ （    ）内は、構成比である。割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%

にならない場合がある。 

２ 「救助出動人員」とは、救助活動を行うために出動したすべての人員をいう。 

３ 「救助活動人員」とは、救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。 

４ 「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒 

壊による事故、建物等内に閉じ込められる事故、建物等に挟まれる事故等をいう。 

５ 「その他」とは、上記事故種別以外の事故で、消防機関による救助を必要としたものをいう。 

 

第 15 表 救助活動１件当たりの救助活動人員（消防職員及び消防団員）及び 

救助人員等の状況

 

(単位：人) 

(単位：人) 
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５ 火災以外の事故時における出動車両等 

 

 火災以外の事故に救助活動のため出動した車両等の状況は、第 16 表のとおりであ

る。 

 事故種別ごとの救助活動車両等の数は、「建物等による事故」が７万 8,397 台で最

も多く、「交通事故」３万 6,699台、「水難事故」１万 2,771台の順となっている。 

 

第 16 表 火災以外の事故時における救助出動車両及び救助活動車両等の状況 

 

 

（注） 各欄の上段は出動車両等（救助出動したすべての車両等）、下段は活動車両等（出動車両等のうち実際に

救助活動を行った車両等）を示す。 

 

 

 

 

 

(単位：台) 
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第３章 救助器具等の保有状況 

 

１ 救助活動のための車両 

 

 人口段階別の救助隊が搭乗している車両の状況は、第 17 表のとおりである。最も

多い車両は救助工作車の 1,215台で、次いで、水槽付消防ポンプ車 397台、はしご車

352台、消防ポンプ車 234台となっている（別表８参照）。 

 

第 17 表 消防本部人口段階別救助隊が搭乗する車両状況 

 

 

（注）１ 使用車両のうち「その他」とは、大型ブロアー装置搭載車、ウォーターカッター装置搭載車、特別高度

工作車、大型除染システム搭載車、重機及び重機搬送車等の車両である。 

２ （    ）内は、構成比である。割合の算出に当たっては、端数処理（四捨五入）のため、合計が 100%

にならない場合がある。 

３ 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 

 

 

 

 

  

(単位：台) 
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２ 救助活動のための救助器具等 

 

 人口段階別の主な救助器具等の種類、保有状況は、第 18 表、別表９、10、11、12

のとおりである。 

 

第 18 表 消防本部人口段階別救助活動のための主な救助器具の保有状況

 
（注） 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 
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第４章 救助隊員の教育訓練の実施状況 

 

 人口段階別の消防本部における訓練内容別の実施状況は、第 19表のとおりである。 

 また、消防職員の救助活動に関する教育訓練については、消防学校の教育訓練の基

準（平成 15年消防庁告示第３号）により、専科教育に救助科を設け、災害救助対策、

救助器具取扱訓練等について、計 140時間以上の教育訓練を行うべきこととされてい

る。 

第 19 表 消防本部人口段階別救助隊員の訓練実施状況

 

（注）１ 「体力錬成訓練」とは、柔軟体操、ランニング、サーキット・トレーニング、ウェイト・トレーニング

等の体力を錬成するための訓練をいう。 

２ 「ロープ基本・応用訓練」とは、結索、登はん、確保、ロープブリッジ等の基礎訓練及びこれを基礎と

したロープによる進入、救出等の応用訓練をいう。 

３ 「検索救助訓練」とは救助隊員の検索・救助技術の向上のため、隊員が一体となって行う連携訓練をい

う。 

４ 「各種救助器具取扱訓練」とは、消防救助操法の基準（昭和 53 年９月 14 日消防庁告示第４号）第２編

第１章から第 18 章までに規定する消防救助基本操法で第 16 章に規定するロープ操法以外のもの並び

にこれらに類する各種器具の取扱訓練をいう。 

５ 「各種救助事象想定訓練」とは、各種基本・応用訓練を基礎として実際の救助活動を想定した総合訓練

をいう。 

６ 「その他の訓練」とは、前記に掲げる１から５までの訓練以外で各地域の特性に応じて行う訓練をいう。 

７ 消防本部人口は、令和２年国勢調査人口確定値に基づき集計している。 

８ 実施延時間の単位：時間 
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第５章 国際消防救助隊の活躍 

 

 我が国は、国際緊急援助隊の派遣に関する法律（昭和 62年法律第 93号）に基づき、

海外における大規模災害発生時に、被災国政府等からの要請に応じ国際緊急援助隊を

派遣している。 

 消防庁は、外務省からの派遣協力に関する協議に基づき、同庁職員に国際緊急援助

活動を行わせるとともに、消防機関に対し、その職員に国際緊急援助活動を行わせる

よう要請することができることとなっている。 

 国際消防救助隊は、国際緊急援助隊の一員として派遣されるものであり、隊員は我

が国の消防が培ってきた救助技術と能力を海外の被災地で発揮している(第 20 表参

照)。 
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第 20 表 国際消防救助隊の派遣状況 

 派遣年月日 災害名 被災地 被害状況 派遣実績、活動概要等 

１ 
昭61. 8.27 ～ 9. 6 
（11日間） 

ニオス湖 
有毒ガス噴出災害 

カメルーン共和国 
ニオス湖周辺 

死者  
1,700人以上 

国際消防救助隊員1人（東京消防庁） 
有毒ガスの再噴出に備え、調査団に対する呼吸
保護具の指導 

２ 
昭61.10.11 ～10.20 
（10日間） 

エル・サルバドル 
地震災害 

エル・サルバドル共和国 
サンサルバドル市 

死者  
1,226人 
倒壊家屋 
30,000戸 

国際消防救助隊員9人（東京消防庁5人、横浜市
消防局3人、消防庁1人） 
倒壊建物からの救助 

３ 
平 2. 6.22 ～ 7. 2
（11日間）  

イラン 
地震災害 

イランイスラム共和国 
カスピ海沿岸 

死者 
80,000人以上 

国際消防救助隊員6人（東京消防庁5人、消防庁
1人） 
倒壊建物からの救助 

４ 
平 2. 7.18 ～ 7.26
（９日間） 

フィリピン 
地震災害 

フィリピン共和国 
ルソン島北部 

死者 
1,600人以上 

国際消防救助隊員11人（東京消防庁2人、名古
屋市消防局4人、広島市消防局4人、消防庁1人） 
倒壊建物からの救助 

５ 
平 3. 5.15 ～ 6. 
6（23日間） 

バングラデシュ 
サイクロン災害 

バングラデシュ 
人民共和国 

死者 
約130,000人 

国際消防救助隊員38人（東京消防庁17人、大阪
市消防局11人、川崎市消防局4人、神戸市消防
局4人、消防庁2人）及びヘリコプター2機 
被災者への救援物資の輸送等を実施 

６ 
平 5.12.13 ～12.20
（８日間） 

マレーシア 
ビル倒壊被害 

マレーシア 
クアラルンプール郊外 
ウルクラン地区 

死者 
48人 
倒壊ビル 
１棟 

国際消防救助隊員11人（東京消防庁6人、名古
屋市消防局2人、北九州市消防局2人、消防庁1
人） 
倒壊建物からの救助 

７ 
平 8.10.30 ～11. 6
（８日間） 

エジプト 
ビル崩壊被害 

エジプト・アラブ共和国 
カイロ郊外 
ヘリオポリス 

死者 
64人 
崩壊ビル 
１棟 

国際消防救助隊員9人（東京消防庁3人、札幌市
消防局2人、大阪市消防局2人、松戸市消防局1
人、消防庁1人） 
倒壊建物からの救助 

８ 
平 9.10.22 ～11.11
（21日間） 

インドネシア 
森林火災 

インドネシア共和国 
ランプン州 

焼失面積 
18,000 ha 
（ランプン州内） 

国際消防救助隊員30人（東京消防庁19人、名古
屋市消防局5人、大阪市消防局3人、横浜市消防
局2人、消防庁1人）及びヘリコプター2機 
火災地点の上空からの情報収集、消火活動の助
言 

９ 
平11. 1.26 ～ 2. 4
（10日間） 

コロンビア 
地震災害 

コロンビア共和国 
アルメニア市周辺 

死者 
1,171人 
負傷者 
4,765人 

国際消防救助隊員15人(東京消防庁8人、大阪市
消防局2人、千葉市消防局2人、船橋市消防局2
人、消防庁1人) 
倒壊建物からの救助 

１０ 
平11. 8.17 ～ 8.24
（８日間） 

トルコ 
地震災害 

トルコ共和国 
ヤロヴァ地区周辺 

死者 
約15,370人 
負傷者 
23,954人 

国際消防救助隊員25人(東京消防庁12人、川崎
市消防局4人、神戸市消防局4人、市川市消防局
2人、尼崎市消防局2人、消防庁1人) 
倒壊建物からの救助 

１１ 
平11. 9.21 ～ 9.28
（８日間） 

台湾 
地震災害 

台湾中部 

死者 
2,333人 
負傷者 
10,002人 

国際消防救助隊員46人(東京消防庁18人、仙台
市消防局4人、千葉市消防局3人、京都市消防局
4人、川口市消防本部2人、松戸市消防局2人、
新潟市消防局2人、岡山市消防局2人、倉敷市消
防局2人、佐世保市消防局2人、鹿児島市消防局
2人、消防庁3人) 
倒壊建物からの救助 

１２ 
平15. 5.22 ～ 5.29
（８日間） 

アルジェリア 
地震災害 

アルジェリア 
民主人民共和国 
ブーメルデス県周辺 

死者 
2,266 人 
負傷者 
10,000人以上 

国際消防救助隊員 17 人（東京消防庁 8 人、京
都市消防局 2 人、仙台市消防局 2人、川口市消
防本部 2人、朝霞地区一部事務組合埼玉県南西
部消防本部 2 人、消防庁 1 人） 
倒壊建物からの救助 

１３ 
平 16. 2.25 ～ 3. 
1 
（６日間） 

モロッコ 
地震災害 

モロッコ王国 
アルホセイマ周辺 

死者 
628人 
負傷者 
926人 

国際消防救助隊員 7 人（東京消防庁 4 人、千葉
市消防局 1 人、京都市消防局 1 人、消防庁 1
人） 
現地被害状況の調査、救助資機材取扱いに関す
る技術供与等を実施 

１４ 
平 16.12.29 

～17.1.20 
（23 日間） 

スマトラ沖大地震・ 
インド洋津波災害 

タイ王国 
プーケット周辺 

死者・行方不明者 
229,866 人 

国際消防救助隊員 46 人（東京消防庁 23人、大
阪市消防局 15 人、千葉市消防局 2 人、横浜市
消防局 1人、相模原市消防本部 1人、川越地区
消防組合消防本部 1 人、消防庁 3人）及びヘリ
コプター2機 
捜索救助活動、人員・物資搬送、捜索技術指導
等を実施 

１５ 
平17.10.9 ～10.18 
(10日間) 

パキスタン・ 
イスラム共和国 
地震災害 

パキスタン・イスラム共
和国 
バトグラム周辺 

死者 
73,338人 
負傷者 
69,412人 

国際消防救助隊員13人(東京消防庁6人、横浜市
消防局3人、船橋市消防局2人、茨城西南地方広
域市町村圏事務組合消防本部1人、消防庁1人) 
建物倒壊現場での捜索救助活動 

１６ 
平20. 5.15 ～ 5.21 
(７日間) 

中国四川省におけ
る地震災害 

中華人民共和国四川省 
広元市周辺 

死者 
69,227人 
負傷者 
374,643人 

国際消防救助隊員17人(東京消防庁6人、川崎市
消防局3人、名古屋市消防局3人、市川市消防局
2人、藤沢市消防本部2人、消防庁1人) 
建物倒壊現場での捜索救助活動 

１７ 
平21.10.1 ～10.8 
（８日間） 

インドネシア 
西スマトラ州 
パダン沖地震災害 

インドネシア共和国 
パダン市周辺 

死者 
1,117人 
負傷者 
約2,900人 

国際消防救助隊員17人(東京消防庁6人、札幌市
消防局3人、福岡市消防局3人、さいたま市消防
局2人、横須賀市消防局2人、消防庁1人) 
建物倒壊現場での捜索救助活動ほか 
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※１及び２については、国際緊急援助隊の派遣に関する法律制定前であり、JICA の短期専門家として派遣されている。 

 

  

１８ 
平23. 2.22 ～ 3.12 
（19日間） 

ニュージーランド
南島地震災害 

ニュージーランド 
クライストチャーチ市 

死者 
181人 
（うち邦人28人） 

国際消防救助隊員33人（東京消防庁16人、京都
市消防局3人、千葉市消防局3人、相模原市消防
局2人、高松市消防局2人、新潟市消防局2人、
福岡市消防局2人、消防庁3人） 
建物倒壊現場での捜索救助活動ほか 

１９ 
平27. 4.26 ～ 5.9 
（14日間） 

ネパール地震災害 
ネパール連邦民主共和国 
カトマンズ市 

死者 
8,896人 
（うち邦人1人） 
負傷者 
22,302人 
（うち邦人1人） 

国際消防救助隊員17人（東京消防庁6人、さい
たま市消防局3人、浜松市消防局3人、川越地区
消防局1人、秋田市消防本部1人、高崎市等広域
消防局1人、富山市消防局1人、消防庁1人） 
建物倒壊現場での捜索救助活動 

２０ 
平29. 9.21 ～ 9.28 
（８日間） 

メキシコ地震災害 
メキシコ合衆国 
メキシコシティ 

死者 
369人 
負傷者 
約8,800人 

国際消防救助隊員17人（東京消防庁6人、仙台
市消防局3人、京都市消防局3人、朝霞地区一
部事務組合埼玉県南西部消防本部1人、豊中市
消防局1人、和歌山市消防局1人、高知市消防
局1人、消防庁1人） 
建物倒壊現場での捜索救助活動 

２１ 
平30. 2. 9 ～ 2.11 
（３日間） 

台湾東部地震災害 
台湾 
花蓮県 

死者 
17人 
負傷者 
285人 

国際消防救助隊員2人（東京消防庁2人） 
捜索資機材の貸与及び資機材取扱要領の指導
を実施 

２２ 
令5. 2. 6 ～ 2.15 
（10日間） 

トルコ地震災害 トルコ共和国南東部 

死者 
50,000人以上 
負傷者 
100,000人以上 

国際消防救助隊員17人（東京消防庁６人、福岡
市消防局３人、広島市消防局３人、茨城西南広
域消防本部１人、上越地域消防局１人、徳島市
消防局１人、宮崎市消防局１人、消防庁１人） 
建物倒壊現場での捜索救助活動 
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別表１ 都道府県別救助体制 
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別表２ 都道府県別救助隊数、救助隊員数 
 

 

(単位：隊、人) 
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(単位：隊、人) 
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別表３ 都道府県別事故種別救助出動件数 
         

 

(単位：件) 
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別表４ 都道府県別事故種別救助活動件数 
 

 

(単位：件) 

146



 

     別表５ 都道府県別事故種別救助人員 
 

 

(単位：人) 
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別表６ 都道府県別事故種別救助出動人員 
 

 

(単位：人) 
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(単位：人) 
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別表７ 都道府県別事故種別救助活動人員 
 

 

(単位：人) 
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(単位：人) 
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別表８ 救助隊が搭乗する車両 

 

 

(単位：台) 
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別表９ 救助活動のための主な救助器具の保有状況（省令別表第１） 
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別表 10 救助活動のための主な救助器具の保有状況 

【省令別表第１（地域の実情に応じ備えるもの）】  
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別表 11 救助活動のための主な救助器具の保有状況（省令別表第２） 
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別表 12 救助活動のための主な救助器具の保有状況（省令別表第３） 
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